
103,000 千円

760,891 千円

【 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 】

国県支出金 地方債 その他

引き上げ分の
地方消費税交付金
(社会保障財源化分の
地方消費税交付金)

その他

社会福祉総務費 国民健康保険事業(繰出金) 58,306 30,153 6,368 21,785

障害者福祉費 障害者支援事業 248,013 177,621 15,923 54,469

福祉医療費 福祉医療給付事業 48,343 20,029 14,600 3,102 10,612

児童館事業 18,368 6,488 2,687 9,193

子育て支援事業 11,794 3,080 7,900 184 630

後期高齢者医療事業(負担金等) 140,461 23,127 26,541 90,793

介護保険事業(繰出金) 134,971 5,064 29,386 100,521

高齢者福祉事業費 高齢者福祉事業 35,539 390 10,259 5,630 19,260

成人老人保健事業 20,339 2,325 3,923 3,187 10,904

予防接種事業 38,200 67 8,626 29,507

母子保健費 母子保健事業 6,557 525 1,364 4,668

760,891 268,869 7,900 28,782 103,000 352,340

【 歳出 】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【 歳入 】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

子育て支援費

高齢者福祉総務費

予防費

合　　計

※1　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、令和８年度地方消費税交付金の当初予算総額の22分の12に相当する額とする。

※2　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じ按分して充当。

令和８年度立科町一般会計当初予算【説明資料】

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位:千円）

区　分（事業名）
令和８年度

予算額

財源内訳

特定財源 一般財源


